
- 1 - 
 

【資料２－②】 

宇治市における新型コロナウイルス対策関連の事業者支援の状況 

   

   コ ロ ナ 影 響 ア ン ケ ー ト 回 答 要 約    

 
≪第１弾≫ ２月１９日～４月１０日 【ＮＥＸＴ窓口、Ｅメール】全業種   ８１社 
≪第２弾≫ ４月 ２日～７月 ２日 【電話ヒアリング】    製造業のみ ３６社 
≪第３弾≫ ７月１６日～１０月５日 【電話ヒアリング】    製造業のみ ３７社 

 （計 １５４社） 
 
１．大多数の企業（８割以上）が売上の減少、国内取引先からの受注が減少 
  コロナ発生（第１弾）から現在（第３弾）まで回答の傾向・多さは変わらず 
   
２．売り上げの変化・・・≪第３弾で調査≫ 

増加  ／  横ばい  ／  減少 
コロナ前・・・   ６  ／  ２５  ／  ６ 
コロナ後・・・   ２  ／  １０  ／ ２５  
将来見込・・・   １   ／  １９  ／ １５ 

 
【傾向】≪第３弾で調査≫ 
売上増加（２社のみ）・・・【コロナ特需】医療関係部品製造、ネット衣料販売 
売上維持・・・・・・・・・食品製造関係が多い 
売上減少・・・・・・・・・製造業の中でも「自動車」「工作機械」の打撃が大きい 

 
３．コロナ対策 
 【発生時≪第１弾≫】 
  ・「出張禁止」が中心 

 

【感染拡大期≪第２弾≫】 
・「従業員の一時帰休」が最多（雇用調整助成金の利用） 

   ・ごく一部で「テレワーク」、「時差出勤」を実施 
   ・「通勤を公共交通機関から自家用車に変える」企業あり（ヒアリングから） 

 
【感染小康期≪第３弾≫】 

・「従業員の一時帰休」は継続（雇用調整助成金の利用） 
   ・「テレワーク」、「時差出勤」を継続 
   ・「通勤を公共交通機関から自家用車に変えた」企業は継続（ヒアリングから） 
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４．国・自治体への要望 
【発生時≪第１弾≫】 
  ・非常に多くの要望あり 

（情報提供、金融機関の機動的貸出、マスク・消毒薬購入補助、相談機能充実など） 
 
 【感染拡大期≪第２弾≫】 

・多数の要望あり 
   （情報提供が大多数、金融機関の機動的貸出が少々あり） 

 
【感染小康期≪第３弾≫】 

・要望が大幅に減少 
・「宇治ＮＥＸＴのメーリング閲覧あり」の回答が半数あり、有用性を確認 
・ほかに「銀行」や「税理士」からの情報提供や「市ＨＰの情報」回答もあり 

 
５．ＢＣＰ（事業継続計画）の必要性 
【発生時≪第１弾≫】 
  「策定していないが、必要性が高まった」が多数 

 【感染拡大期≪第２弾≫】 
  「不要」または「知らない」が増加。「必要性が高まった」は減少 
【感染小康期≪第３弾≫】 

   「不要」または「知らない」が大多数 
 
６．人材確保 
【発生時≪第１弾≫】 
  「採用継続」が多数、「今後の対応を検討中」が２位 

 【感染拡大期≪第２弾≫】 
  「採用継続」が多数、「今後の対応を検討中」が２位 
【感染小康期≪第３弾≫】 

   「人員余剰ぎみ」の回答が大幅増、「充足」も増加、「不足」の回答はなし 
 
  ＜将来の見込＞・・・≪第３弾で調査≫ 
 
   「充足」が２／３、「余剰気味」が１／３で、「不足」はほとんどなし 
 
 

 

  



- 3 - 
 

  新型コロナウイルス対策関連の主な事業者支援メニュー   

 

 

 

① 小規模事業者経営改善資金貸付制度（マル経融資制度）に対する利子補給制度 

 

制度概要 
国の緊急対応策（第２弾）におけるマル経融資制度の拡充策について、     

事業者の利子負担の全額利子補給（３年間）を実施するもの 

事業内容 
融資金利子のうち１．４％の利率に相当する額。ただし、融資金利子が

１．４％を下回る場合は、その融資金利子に相当する額。 

適用開始 
令和２年３月７日 

（日本政策金融公庫によるマル経拡充分の申込開始日） 

予 算 額 １，０００千円 
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② 中小企業経営改善事業緊急支援補助金 

 

制度概要 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて厳しい経営環境にある中小企業等

を支援するため、設備導入や事業継続・売上向上につながる取組等に必要な

経費の一部を補助 

 

事業内容 

 

１．補助対象者 

 次の（１）～（３）をすべて満たす小規模企業・中小企業等 

（１）宇治市内に主たる事業所を有していること 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している 

こと 

（３）宇治商工会議所の経営支援員によるコンサルティングを受けて 

いること 

 

２．対象事業  

  中小企業等が実施する新型コロナウイルス感染症対策に関する取組 

や、売上向上に向けた取組をはじめ、事業継続・売上回復につながる 

取組み 

 

３．補助率・補助限度額 

 

 補助率 補助限度額 

小規模企業・商店街団体等 ３分の２以内 ２０万円 

中小企業 ２分の１以内 ３０万円 

 

 

申請期間 令和２年３月３０日～６月３０日 

予 算 額 

１０，０００千円                         

１０，０００千円（増額分）                         

３０，０００千円（増額分） 

支援状況 申請実績 ２８６件 
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③ 中小企業支援体制強化事業 

 

概  要 
国の緊急対応策（第２弾）の信用保証支援策における市町村での保証認定 

業務及びコロナに関する相談等に対応するため、人員体制強化を実施 

 

事業内容 

 

 

○令和２年４月１日から、産業振興課に嘱託職員１名を配置し、セーフ 

ティネット（ＳＮ）保証等に係る認定申請の受付を行うとともに、相 

談対応業務を開始 

 

○セーフティネット（ＳＮ）保証等に係る認定申請については、受付日の 

翌営業日に認定書を発行 

 
 

区 分 実施者 概要等 対象業種 売上要件 

ＳＮ保証４号 国・府 債務全額保証 幅広い業種 △２０％ 

ＳＮ保証５号 国・府 債務８割保証 影響大きい業種 △ ５％ 

ＳＮ保証６項 

(危機関連保証) 
国・府 債務全額保証 全業種 △１５％ 

普通保証 府 債務８割保証 全業種 △１０％ 

認定件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 認定件数 

ＳＮ保証４号 １，０３３件 

ＳＮ保証５号 ３１３件 

ＳＮ保証６項 

(危機関連保証) 
    ７４７件 

予 算 額 ５，０００千円 
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④ 中小企業振興対策事業緊急支援補助金  

 

制度概要 
新型コロナウイルス感染症による経営悪化を改善するため、市内商店街等が

行う活性化対策事業等の取組を支援 

 

事業内容 

 

１．補助対象者 

 宇治市内の商店街・商工業団体等 

 

２．対象事業  

（１）新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大を防ぐための取組 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、売上向上に 

向けた取組や事業継続・売上回復に繋がる事業 

 

 

３．補助率・補助限度額 

 

 
補助率 補助限度額 

本事業 

（緊急支援） 
３分の２以内 １００万円 

   

<参考> 通常分 ３分の１～２分の１以内 ５０～１００万円 

 

 

 

申請期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

予 算 額 ５，０００千円 

支援状況 ７つの商店街等において、事業実施予定 

 

  



- 7 - 
 

⑤ 事業者おうえん給付金 

 

事業内容 

新型コロナウイルス感染症の感染防止拡大のため、全国を対象に緊急事態宣

言が発出されたことに伴い、“人の流れ”が止まり、売上の確保等に影響が生

じている事業者等を支援するため、給付金を支給 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】宇治市事業者おうえん給付金 

 

（１）対象事業者 

○宇治市内で卸売業・小売業・飲食店の事業所（一部対象外あり） 

を営む個人事業主・中小企業等。ただし、【２】に該当する者を除く。 

○認定農業者等 

  

（２）給付額 

  

 給付額 備 考 

個人事業主 １０万円 市内に複数の事業所がある

場合は、倍額を上限 中小企業等 ２０万円 

 

【２】京都府休業要請対象事業者支援給付金・宇治市事業者おうえん給付金 

 

（１）対象事業者 

京都府から新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の 

休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼を受け、宇治市内の 

施設の利用停止等に協力された個人事業主・中小企業等 

 

（２）給付額 

  

 （府）給付額 （市）給付額 

個人事業主 １０万円 １０万円 

中小企業等 ２０万円 ２０万円 
 

申請期間 令和２年５月７日～６月１５日 

予 算 額 ３５９，３００千円 

支援状況 
市独自分  １，０５５件（給付額 １５０，９００千円） 

府上乗せ分   ５３１件（給付額  ６２，７００千円） 
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⑥ 展示会出展支援助成事業（拡充分） 

 

制度概要 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた製造業等の販路開拓を支援 

 

事業内容 

 

１．対象事業者 

中小企業基本法第２条第１項に該当し、市税を完納している者 

○法人については、本店または支店が宇治市にある法人 

○個人については、市内に住所を有する個人事業主 

【対象業種】 製造業、情報関連産業等 

 

２．補助対象事業 

令和２年６月２６日～令和３年３月３１日に公的機関等が開催する 
展示会への出展 

 

 

３．補助対象経費 

出展及び移送に要する経費（人件費、旅費、食糧費等は、対象外） 
 

 

４．補助率・補助限度額 

 

 補助率 補助限度額 

従 前 ２分の１以内 ４０万円 

   

拡充後 ５分の４以内 ６０万円 

 

※コロナ禍における販路開拓を強力に支援するため、補助率及び 

補助限度額を引上げるとともに、１社につき３年１００万円の 

利用制限を撤廃（今年度限定） 

申請時期 受付期間は、令和３年３月３１日まで 

予 算 額 
２，０００千円（当初予算） 

４，０００千円（拡充分） 

支援状況 補助金申請件数 １７件 
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⑦ 中小企業等事業継続支援金 

 

制度概要 

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化により、事業活動に大き

な影響を受けている中小企業等の事業継続及び売上回復・向上を支援す

るため、支援金を支給 

 

事業内容 

 

１．対象事業者 

○住所が宇治市内にある個人事業主 

○事業者や事業所の所在地が宇治市内にある中小企業等 

 

２．要 件 

 （１）事業による収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある 

事業者 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で売上が 

１５％以上減少している事業者 

（３）京都府休業要請対象事業者支援給付金又は宇治市事業者おうえ 

ん給付金の給付を受けていない事業者 

 

３．給付額 

 

 給付額 

個人事業主・中小企業等 １０万円 

 

 

申請期間 令和２年７月６日～８月１４日 

予 算 額 ２８０，０００千円 

支援状況 
２，６２１件（２６２，１００千円） 

※主に製造業、建設業、サービス業等の事業者 
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⑧ 商店街等販売促進事業支援補助金 

 

制度概要 
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている市内経済を回復 

させるため、商店街等が行う販売促進活動に要する経費の一部を補助 

 

事業内容 

 

１．補助対象団体 

   

宇治市を活動の場とする以下のいずれかの団体 

（１）商店街振興組合法に規定する商店街振興組合 

（２）規約等で代表者の定めがある任意の商店会（４名以上の店舗が 

会員になっていること） 

（３）商店街の振興を目的とする協業組合・事業協同組合・事業協同 

小組合・商工組合 

（４）宇治商工会議所 

（５）その他市長が認める団体 

 

２．補助対象事業 

 

宇治市内の商店街等が行う販売促進活動  

 

具体例 

商品券等による販売促進事業 

消費拡大に向けたセール事業 

販促品による販売促進事業 

 

 

３．補助率・補助限度額 

 

補助率 補助限度額 

４分の３以内 １５０万円 
 

申請時期 令和２年８月３日～令和３年３月３１日 

予 算 額 ９，０００千円 

支援状況 ５つの商店街等において、事業実施予定 
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⑨ 宇治のお店おうえんクーポン事業 

 

制度概要 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者や商店街等の売上回

復を支援するため、スマートフォンで利用可能なプレミアム付きデジタルク

ーポンを発行 

 

事業内容 

 

１．デジタルクーポンの概要 

   

販売価格 １セット５，０００円 

利用可能額 ６，５００円（５００円×１３） 

プレミアム率 ３０％ 

購入可能冊数 １人３セットまで購入可能 

発行数 ２万セット 

  

 

２．デジタルクーポンの利用可能店舗数 

 

  ４３３店舗 

 
  ＜登録店舗＞ 

○宇治市に店舗を有していること                 
○大企業・チェーン店・フランチャイズ店でないこと                                

○スーパー・コンビニエンスストアでないこと（宇治市内に 
おいて単一店舗のみを経営する小規模スーパーは対象） 

 

  ＜主な登録店舗＞ 

   飲食店、食品小売店、理美容店、雑貨店、 

身回り品販売店（時計、靴、メガネ等）、リフォーム店など 

 

予 算 額 ６２，０００千円 

事業状況 

令和２年１０月 １日    クーポン販売開始 

    １０月２４日    クーポン完売 

令和３年 ２月１４日まで  クーポン使用可能期間 
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